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東 卜協運運発第 113号
平成 21年 2月 18日

社団法人東京路線トラック協会会長

社団法人東京環境保全協会会長

社団法人 東京都 トラック協会

会 長 星 野  良 三

「自動車運送事業者等用緊急時対応マニュアル」の

策定に伴 う会員事業者への周知方について (お願い)

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、当協会の諸事業にご支援、ご協力を賜 り厚 く御礼申し上げます。

さて、今般、標記の件につきま して、国土交通省 自動車交通局及び関東運輸局東

京運輸支局、並びに (社)全日本 トラック協会 より、別紙のとお り標記マニュアル

の策定に伴 う周知依頼がありま した。

つきま しては、貴支部 (貴会)の会員事業者の皆様方に対 しま して、本マニュア

ルの周知方をお願いいた します。

なお、本マニュアルは、『 トラック時報』 (平成 21年 2月 25日 号)並びに当協

会ホームページにも掲載いたしますので、併せて周知いただきますよう宜しくお願

いいたします。

敬 具

【送付内容 】

①貨物自動車運送事業者用  「事故」関係マニュアル (別紙参照。)

②貨物自動車運送事業者用  「事件」関係マニュアル (別紙参照。)

※上記マニュアルの施行日:平成 21年 2月 16日 より。

※手続きの流れについては、上記① o②マニュアルの最後にあるフローを参照し

てください。

なお、当該内容に関するFp5合せは、_

東京運輸支局 整備部門_(保安担当)_TEL._0_3丁 3_458=9236



国 自総第 441号 の2

国 自安第 95号 の2

国 自環 第 187号 の2

平 成 21年 1メ]23日

(社)全 日本トラック協会会長 殿

｀
国土交通省 自動車交通

「自動車運送事業者等用緊急時対応マニュアル」の策定について

自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者、バスターミナル事業者及び 自動車

道事業者 (以下「自動車運送事業者等」という。)に係る事故、運行の安全にかかわる

事件等が発生した場合には、国土交通省としても、速やかにこれらに係る状況をIE握

のうえ所要の対策を講じる必要があり、また、バスジャック予告、爆破予告等重大事件

が発生するおそれがある場合には、事件の未然の防止を図る必要があります。

このため、今般、自動車運送事業者等に係る事故、事件等に関する情報の速報手

順及びその他各種対応等を定めた自動車運送事業者等向けの緊急時対応マニュア

ルを策定しましたので、傘下会員事業者等に対し周知徹底のうえ、このマニュアルに

従った対応をするようご指導のほどよろしくお願いします。     .
本マニュアルは、平成21年 2月 16日 から施行することとします。

なお、本省、各地方運輸局等又は各地方運輸支局等の緊急連絡担当先等が記入

された本マニュアルにつきましては、別途管轄の地方運輸局等又は地方運輸支局等

から、貴協会、傘下都道府県協会又は協議会あて通知等させていただくことを申し添

えます。



東運整 第 636号
平成 21年 2月 3日

社団法人 東京都 トラック協会会長 殿

関東運輸局東京運輸支局

「自動車運送事業者等用緊急時対応マニュアル」の策定 について

自動車運送事業者 に係る事故、運行の安全 にかかわる事件等が発生した場合には、

速やかにこれ らに係る状況 を把握のうえ所要の対策 を講 じる必要があり、また、バス

ジャック予告、爆破予告等重大事件が発生す るおそれがある場合には、事件の未然の

防止を図る必要があります。

このため、今般、国土交通省において 自動車運送事業者等 に係る事故、事件等に関

する情報の速報手順及びその他各種対応等を定めた 自動車運送事業者向けの緊急時対

応マニュアル を策定 しましたので、貴傘下会員に対 し周知徹底のうえ、 このマニュア

ルに従 った対応をす るよう指導方よろし くお願い します。

なお、本マニュアルは平成 21年 2月 16日 か ら施行す ることとします。
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全 卜協発第 578号

平 成 21年 2月

(母桑)

4日

都道府県 トラック協会長 殿

社団法人 全日本 トラッ

会 長  中 西 英一

「 自動車運送事業者等用緊急時対応マニュアル」の策定について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は、当協会の業務運営に関し、種々ご協力を賜 り厚 くお礼 を申し上げます。

この度、国土交通省か ら、同省において、貨物 自動車運送事業者を含む 自動車運送事

業者 に係 る事故、運行の安全にかかわる事件等が発生 した場合は、速やかに状況を把握

のうえ所要の対策を講 じる必要があ り、また、重大事件が発生するおそれがある場合は、

事件の未然防止を図る必要があるため、 自動車運送事業者向けの緊急時対応マニュアル

を策定、平成 21年 2月 16日 から施行するとの通知があ りました。

つきましては、貴協会におかれまして も傘下の会員事業者に対 して周知徹底を図 られ

ますようお願い申し上げます。

なお、マニュアルの策定等について、管轄の運輸局等又は運輸支局等か ら貴協会 に通

知があ りますことを申し添えます。

敬具



《「事故」関係マニュアル 》

緊急時対応マニュアル

貨物自動車運送事業者用



I.事故

1.目的

貨物自動車運送事業者に係る事故が発生 した場合、国土交通省としても、速やかにこれ

らに係る状況を把握のうえ所要の対策を講 じる必要があります。

このため、以下の事故に関する情報の各地方運輸支局等への速報手順及びその他各種対

応等を定め、事業者の皆様に速やかな報告をお願いすることによって、国土交通省への情

報の迅速な伝達及び円滑な対応を図ることを本マニュアル作成の目的としています。

※ 本マニュアルにおける速報対象の事故が「自動車事故報告規則」(昭和26年 12月 2

0日運輸省令第 104号。以下「報告規則」といしヽます。)第 4条に基づく速報対象の事

故である場合、本マニュアルによる速報をもって報告規則に基づく速報に代えることが

できます。なお、本マニュアルの速報対象となってはいないが報告規則に基づく速報対

象となつている事故については、報告規則に則つて速やかに報告して下さい。

本マニュアル等による速報後は、報告規則第 3条に基づき、同条に規定する期限以内

に「自動車事故報告書」を提出して下さい。

2.事故発生時の対応

(1)速報の対象となる事故

速報 していただ く事故は、以下のとおりです。

① 2名 以上の死者を生じた事故 (第一当事者に限る。)

② 5名 以上の重傷者を生じた事故 (第一当事者に限る。)

③ 10名以上の負傷者 (重傷、軽傷を問わない)を生じた事故 (第一当事者に限る。)

※「第一当事者」とは、トラック側に過失が高いと思われる場合の事故をいいま

す。なお、相手方が歩行者、自転車の場合は広く報告をお願いします。

④ 飲酒又は酒気帯びによる人身事故

⑤ 自然災害に起因する可能性のある事故

⑥ 危険物、高圧ガス、毒物・劇物、火薬類 (以下「危険物等」という。)の大量漏
洩事故

※「危険物」とは、消防法第2条第7項に規定する危険物をいいます。

⑦ その他報道機関などから取材 日間い合わせを受けた事故又は報道のあった事故

③ 放射性輸送物の自動車輸送時における事故 (★ )

(★ )貨物自動車運送事業者は、その所持する放射性輸送物について事故、紛失、
盗難などが生 じた場合には、直ちにその旨を国土交通省に報告 しなければな

らないことになっています。



(2)速報 (第 1報 )

速報の対象となる事故が発生した際には、以下の手順等及d回玉コの連絡フローによ

り報告をお願いします。

①速報手llH   .

く2.(1)①～⑦についての速報手1贋>
緊急連絡担当者 (※ )は、第 1報を匡やかに卜地方運輸支局等緊急連絡担当先 (注 )

へご連絡下さい。

事故について、運転者からの報告など、如何なる形態であれ、その発生を知り得

た場合は、当該事故に関する情報内容が十分に把握できていない場合であつても、

把握している範囲で結構ですので、瞳やかに第1報を各地方運輸支局等緊急連絡担

当先あてに報告をお願いします。

(※)御社の中であらかじめ選任をお願いします。

(注)各地方運輸支局等緊急連絡担当先

【連絡先の勤務時間内 (祝祭日を除く月曜～金曜の8:30～ 17:15)】
東京運輸支局整備部門 (保安担当)

TEL 03-3458-923・ 6

FAX 03-3458-9783
【連絡先の勤務時間外 (月 曜～金曜の勤務時間内以外の時間帯、± 3日 及び

祝祭日)】

携帯電話 080-3369-7374
(☆)2.(1)⑥については、キ:こ凍やかな をお願いします。

2.(1)③ についての

緊急連絡担当者は、第 1報を直ち」曰土交通省自動車交通局技術安全部環境課緊

急連絡担当先 (注)へご連絡下さい。

事故について、運転者からの報告など、如何なる形態であれ、その発生を知 り得

た場合は、当該事故に関する情報内容が十分に把握できていない場合であつても、

把握 している範囲で結構ですので、直ちに卜 1報を国土交通省自動車交通局技術安

全部環境課緊急連絡担当先あてに報告をお願いします。

(注)国土交通省自動車交通局技術安全部環境課緊急連絡担当先

【連絡先の勤務時間内 (祝祭日を除く月曜～金曜の8:30～ 17115)】
丁EL 03-5253-8603
FAX 03-5253-1639

【連絡先の勤務時間外 (月曜～,金曜の勤務時間内以外の時間帯、土 ,日 及び

祝祭日)】

携帯電話 090-7845-0226             .

■
日

2)



② 報告事項

<2.(1)① ～⑦についての報告事項>
以下の項目について把握している内容を報告してください。

ア 事業者名

イ 発生日時

ウ 発生場所

工 事故車の登録番号

オ 死者数、重傷者数及び重傷・軽傷を含めた負傷者数

(2.(1)⑥にあっては、危険物等の種類、積載量、漏洩の状況)

力 事故概要

キ 情報入手先

ク その他判明している事項

ケ 緊急連絡担当者名及び連絡先

<2.(1)③ についての報告事項>
以下の項目について把握している内容を報告してください。

ア 事業者名

イ 事象の件名

ウ 発生日時

工 発生場所

オ 事象の概要

力 運搬について責任を有する者

キ 荷送人

ク 荷受人

ケ 搬出日時

コ 搬入予定日時

サ その他判明している事項

シ 緊急連絡担当者名及び連絡先

(3)第 1報後の対応

<2.(1)① ～⑦についての第 1報後の対応>
以下の手順及び匝添コの連絡フローにより対応をお願いします。

緊急連絡担当者は、第 1報報告後の追加情報についても、各地方運輸支局等緊急連

絡担当先に匡やかに障告していただくとともに、各地方運輸局等又は各地方運輸支局

等緊急連絡担当先からの問い合わせに対応できる態勢をとっていただくようお願いし

ます。



<2.(1)③ についての第 1報後の対応>
以下の手順及d匝添コの連絡フローにより対応をお願いします。

緊急連絡担当者は、第 1報報告後の追加情報にづいても、国土交通省自動車交通局

技術安全部環境課緊急連絡担当先に匡やかに障告 していただくとともに、国土交通省

自動車交通局技術安全部環境課緊急連絡担当先等か らの問い合わせに対応できる態勢

をとつていただ くようお願いします。

3。 その他

特に連絡のとりにくい休日 "夜間においても、緊急連絡担当者の不在により、情報の

把握・伝達ができないといつたことがないよう、連絡体制の徹底をお願いします。

このため、緊急連絡担当者が不在の場合であつても支障な く情報連絡が行われるよう

緊急連絡担当者に代わる方を 2名 以上選任 して下さい。



東京運輸支局整備部門 (保安担当) あて

FAX 03-3458-9783

【別添様式 1】

平成  年  月  日
時   分 現在

事 故 報 告 一
弟

′

Ｉ

ヽ

Ｅ
Ⅸ

↓
平

事業者名

事故発生日時 平 成   年   月   日 時    分

事故発生場所

事故車の登録番号

死者数 行方不明者数 者数
名 名 名

名

危険物等の種類 危険物等の積載量

<漏洩の状況 >

<事故概要>

情報入手先

<その他判明 している事項>

【緊急連絡担当者名・連絡先】

氏 名 丁 EL
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【別添様式2】

L″

国土交通省自動車交通局技術安全部環境課 あて

FAX 03-5253-1639
平成  年  月

時   分

日

現在

事 故 報 告 一弟
′

Ｉ

ヽ

ヽ

ｌ

ノ報

事業者名

事象の件名 事故   紛失   盗難   その他     (ぃずれかをOで囲む)

発生日時 平 成   年   月   日 時   分

発生場所

<事象の概要>

運搬について責任を有する者

荷送人

荷受人

搬出日時

搬入予定日時

その他判明している事項

【緊急連絡担当者名・連絡先】

氏 名

TEL





《「事件」関係マニュアル 》

緊急時対応マニュアル

貨物自動車運送事業者用



Ⅱ.事件

1.目 的

貨物自動車運送事業者に運行の安全にかかわる事件が発生した場合、国土交通省として

も、速やかにこれらに係る状況を把握のうえ所要の対策を講じる必要があります。また、

車両の爆破予告など重大事件が発生するおそれがある場合には、事件の未然の防止を図る
ことが求められております。

このため、以下の事件等に関する情報の速報手順及びその他各種対応等を定め、事業者
の皆様に速やかな報告をお願いすることによって、情報の迅速な伝達及び事件等への円滑
な対応を図ることを本マニュアル作成の目的としています。

2.特定重大事件発生時の対応

(1)匡国の対象となる特定重大事件

匡∃していただく特定重大事件は、以下のとおりです。

①施設の不法占拠

②爆弾又はこれに類するものの爆発

③核 口放射性物質、生物剤又は化学剤の散布

(2)匡∃ (第 1報 )

匡∃の対象となる特定重大事件が発生 した際には、以下の手順等及引匝添コの連絡フ

ローにより報告をお願いします。

① 速報手順

緊急連絡担当者 (※ )は、第 1報をltLち に1各地方運輸支局等緊急連絡担当先 (注 )

へご連絡ください。

事件について、運転者からの報告等により、その発生を知り得た場合は、当該事件
に関する情報内容が十分に把握できていない場合であっても、把握されている範囲で

結構ですので、直ちに第 1報を各地方運輸支局等緊急連絡担当先に報告をお願いしま

す。

(※)御社の中であらかじめ選任をお願いします。

(注 )各地方運輸支局等緊急連絡担当先

【連絡先の勤務時間内 (祝祭日を除く月曜～金曜の8:30～ 17:15)】
東京運輸支局整備部門 (保安担当)

(又は沖縄総合事務局運輸部陸上交通課)

丁EL 03-3458-9236
FAX 03-3458-9783 (別 添様式 1)



【連絡先の勤務時間外 (月 曜～金曜の勤務時間内以外の時間帯、土 口日及び

祝祭日)】

携帯電話 080-3369-7374

② 速報手段

通常の勤務時間内 (月 曜～金曜の8:30～ 17115)に あっては、直通電話又

は携帯電話へご連絡ください。

勤務時間外 (月 曜～金曜の勤務時間内以外の時間帯、土 J日 及び祝祭日)にあって

は、携帯電話へご連絡ください。

③ 報告事項

以下の項目について把握している内容を報告してください。

ア 事件種別

イ 事件概要

ウ 被害の概要 (死傷者数など)

工 事業者名

オ 発生日時

力 発生場所

キ 被害車両の情報 (登録番号など)

ク 警察への届出の有無及び警察の対応状況

ケ 情報入手先

コ その他把握している事項

サ 今後の対応

シ 緊急連絡担当者名及び連絡先

(3)第 1報後の対応

緊急連絡担当者は、第 1報後に把握した追加情報についても、各地方運輸局等緊急

連絡担当先に匡やか亘版告していただくとともに、各地方運輸局等及び各地方運輸支

局等緊急連絡担当先からの問い合わせに対応できる態勢をとつていただくようお願い

します。

3.重大事件発生時の対応

(1)速報の対象となる重大事件
口特定重大事件以外の、報道機関などから取材、問い合わせを受けた事件又は報道の

あった事件であつて、運行の安全に支障を及ぼす、又は及ぼすおそれのあるもの

(2)速報 (第 1報 )

速報の対象となる重大事件が発生した際には、以下の手順等及び回添コの連絡フロー

により報告をお願いします。



① 速報手順

緊急連絡担当者は、第 1報を匡やか□各地方運輸支局等緊急連絡担当先 (注 )へご

連絡ください。

事件にっいて、運転者からの報告等により、その発生を知り得た場合は、当該事件
に関する情報内容が十分に把握できていない場合であっても、把握されている範囲で

結構ですので、匡やかに眸 1報を各地方運輸支局等緊急連絡担当先に報告をお願いし

ます。

(注)各地方運輸支局等緊急連絡担当先

【連絡先の勤務時間内 (祝祭日を除く月曜～金曜の8:30～ 17:15)】
東京運輸支局整備部門 (保安担当)

(又は沖縄総合事務局運輸部監査指導課)

TEL 03-3458-9236

FAX 03-3458-9783 (別 添様式 1)

【連絡先の勤務時間外 (月 曜～金曜の勤務時間内以外の時間帯、土・日及び

祝祭日)】

携帯電話 080-3369-7374

② 速報手段

通常の勤務時間内 (月 曜～金曜の8:30～ 17:15)に あっては、直通電話又

は携帯電話へご連絡ください。

勤務時間外 (月 曜～金曜の勤務時間内以外の時間帯、土 ,日 及び祝祭日)にあって
は、携帯電話へご連絡ください。

③ 報告事項

以下の項目について把握している内容を報告してください。

ア 事件概要

イ 被害の概要 (死傷者数など)

ウ 事業者名

工 発生日時

オ 発生場所

力 被害車両の情報 (登録番号など)

キ 警察への届出の有無及び警察の対応状況

ク 情報入手先

ケ その他把握している事項

コ 今後の対応

サ 緊急連絡担当者名及び連絡先

(3)第 1報後の対応

緊急連絡担当者は、第 1報後に把握した追加情報についても、各地方運輸支局等緊
急連絡担当先に匡やかに障告していただくとともに、各地方運輸局等又は各地方運輸



支局等緊急連絡担当先からの問い合わせに対応できる態勢をとつていただ くようお願

いします。

4.特定重大事件の予告時の対応

(1)速報の対象となる事件予告
口特定重大事件に係る予告電話、インターネッ トヘの書き込みその他の予告行為

(2)速報 (第 1報 )

速報の対象となる事件予告があつた際には、以下の手順等及び別添コの連絡フローに

より報告をお願いします。

① 速報手順

緊急連絡担当者は、第 1報を匡やかに卜地方運輸支局等緊急連絡担当先 (注)へご

連絡ください。

事件について、運転者からの報告等により、その発生を知り得た場合は、当該事件

に関する情報内容が十分に把握できていない場合であつても、把握されている範囲で

結構ですので、匡やか国際 1報を各地方運輸支局等緊急連絡担当先に報告をお願いし

ます。

(注)各地方運輸支局等緊急連絡担当先

【連絡先の勤務時間内 (祝祭日を除く月曜～金曜の8130～ 17:15)】
東京運輸支局整備部門 (保安担当)

丁EL 03-3458-9236
FAX 03-3458-9783 (別 添様式 2)

【連絡先の勤務時間外 (月 曜～金曜の勤務時間内以外の時間帯、土 口日及び

祝祭日)】

携帯電話 080-3369-7374

② 速報手段

通常の勤務時間内 (月 曜～金曜の8:30～ 17:15)に あっては、直通電話又

は携帯電話へご連絡ください。

勤務時間外 (月 曜～金曜の勤務時間内以外の時間帯、土・日及び祝祭日)にあって

は、携帯電話へご連絡ください。

③ 報告事項

以下の項目について把握している内容を報告してください。

ア 事業者名

イ 受信日時、受信者、受信方法、受信回数等

ウ 予告日時、予告場所、予告内容

工 情報入手先

オ 警察への届出の有無及び警察の対応状況



力 その他把握 している事項

キ 今後の対応

ク 緊急連絡担当者名及び連絡先

(3)第 1報後の対応

緊急連絡担当者は、第 1報後に把握 した追加情報についても、各地方運輸支局等緊

急連絡担当先に匡やかに障告 していただくとともに、各地方運輸局等又は各地方運輸

支局等緊急連絡担当先か らの問い合わせに対応できる態勢をとっていただ くょぅぉ願
いします。

5.その他

特に連絡のとりに くい休日・夜間においても、緊急連絡担当者の不在により、情報の把

握 口伝達ができないといったことがないよう、連絡体制の徹底をお願い します。

このため、緊急連絡担当者が不在の場合であつても支障なく情報の把握 口伝達が行われ

るよう緊急連絡担当者に代わる方を 2名 以上選任 して ください。



FAX送 信票        【男J添様式 1】

東京運輸支局整備部門 (保安担当) あて

平成  年  月  日
FAX 03-3458-9783         時   分 現在

特定重大事件報告  (第  報)

事件種別 施設の不法占拠   爆弾等の爆発   核物質等の散布 (いずれかを0で囲む)

<事件概要>

被害の概要

(死傷者数など)

事業者名

発生 日時 平 成   年   月   日       時    分

発生場所

被害車両の情報
(登録番号など)

警察への届出の有無

<警察の対応状況>

情報入手先

<その他判明 している事項>

<今後の対応>

【緊急連絡担当者名・連絡先】氏名 丁EL



FAX送 信票        【別添様式2】

東京運輸支局整備部門 (保安担当) あて

平成  年  月  日

FAX 03-3458-9783         時   分 現在

重大事件報告 一
弟

′
‥
ヽ

ヽ
ｌ
ノ報

<事件概要>

被害の概要

(死傷者数など)

事業者名

発生日時 平 成   年   月   日       時    分

発生場所

被害車両の情報

(登録番号など)

警察への届出の有無

<警察の対応状況>

情報入手先

<その他判明 している事項>

<今後の対応 >

【緊急連絡担当者名・連絡先】氏名 丁EL



FAX送 信票        【男J添様式3】

東京運輸支局整備部門 (保安担当) あて

平成  年  月  日

FAX 03-3458-9783        時   分  現 在

事件予告報告  (第
ヽ

１

／報

事業者名

受信日時 平 成   年   月   日       時    分

受 信 者

受信方法

受信回数

予告 日時 平 成   年   月   日       時    分

予告場所

<予告内容>

警察への届出の有無

<警察の対応状況>

情報入手先

<その他判明している事項>

<今後の対応>

【緊急連絡担当者名・連絡先】氏名          丁EL




